
４２０１７年７月号

占冠村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

に基づき、職員の給与の状況等をお知らせします。
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５４人５人１０人２人１０人１５人１２人職員数

１００.０％９.３％１８.５％３.７％１８.５％２７.８％２２.２％構成比

過等級別職員数の状況 （平成２９年４月１日現在）

課職員給与費の状況

一人当たり

給与費

（Ｂ/Ａ）

給 与 費
職員数
（Ａ）

年度
計（Ｂ）諸手当期末・勤勉手当給 料

５９７３２,８２２３,７８４７,６６２２１,３７６５５人平成２８

５９３３３,８０１３,８１４８,０２０２１,９６７５７人平成２９

（単位：万円）

＊職員数は平成２９年度当初予算の人数です。（特別職を含む）

嘩職員の平均給料月額･平均年齢状況

平均年齢平均給料額区 分

３９.０歳３１１,４００円一般行政職

採用２年経過給与月額初任給区 分

１９１,７００円１７８,２００円大学卒業一 般

行政職 １５４,５００円１４６,１００円高校卒業

貨初任給と採用２年経過の給与月額
（平成２９年４月１日現在）

迦職員手当の状況

（支給率） 自己都合 定 年
勤続２０年 ････ ２０.４４５月分 ２５.５５６２５月分
勤続３０年 ････ ３６.１０５月分 ４２.４１２５月分
勤続３５年 ････ ４１.３２５月分 ４９.５９月分
最高限度 ････ ４９.５９月分 ４９.５９月分

退職手当

期末・勤勉

手 当

◎配偶者 １０,０００円
◎子 １８,０００円（配偶者なし １人１０,０００円）
◎父母等 １６６６,５００円（配偶者なし及び子なし １人９,０００円）
◎特定期間の加算 ５,０００円

扶養手当

片道通勤距離２km超の者で、交通機関等利用通勤手当

借家で、１２,０００円を超える家賃を支払っている職員住宅手当

計勤 勉期 末

２.０７５月分０.８５月分１.２２５月分６月期

２.２２５月分０.８５月分１.３７５月分１２月期

４.３月分１.７月分２.６月分計

（平成２９年４月１日現在）

職制上の段階、職務の級などによる加算措置なし。
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■家屋の取り壊し・新築や増築の際には届出を！

■支払いが困難な方はご相談ください

国民健康保険税は、３回に分けて納めてもらうよう通知していますが、支払いが困難な場合は、

実情に応じた支払い方法の相談を受け付けますので、お早めに税務担当へご連絡ください。

国民健康保険税の納付が納期限までに確認できない場合、給付の差し止めや、いったん医療費を

全額自己負担していただくという措置をとらせていただきます。

なお、口座振替を希望される方は、下記の連絡先までお問い合わせください。

＜お問い合わせ＞

煙国民健康保険税に関すること 総務課税務担当 電話５６－２１２５

煙各種届出や給付などに関すること 保健福祉課国保医療担当 電話５６－２１２２

平成２９年度

国民健康保険税の概要をお知らせします

介護分

（４０歳～６４歳）

後期分

（加入者全員）

医療分

（加入者全員）
課 税 区 分

１.００％１.８０％５.５０％所得金額－３３万円（基礎控除）×税率所得割

８.００％１４.００％３８.００％固定資産税（土地・家屋）×税率資産割

６,０００円６,０００円１７,０００円加入者の人数×金額均等割

５,０００円８,６００円２３,０００円一世帯の金額平等割

１６万円１９万円５４万円課税限度額

平成２９年度平成２８年度区分

３３万円以下（変更なし）３３万円以下７割軽減

３３万円＋（２７万円×被保険者数）以下３３万円＋（２６.５万円×被保険者数）以下５割軽減

３３万円＋（４９万円×被保険者数）以下３３万円＋（４８万円×被保険者数）以下２割軽減

住宅や店舗・事務所、物置・車庫など家屋を取り壊したときは、総務課税務担当までご連絡くだ

さい。取り壊しの届出がない場合、翌年度も課税されますので、ご注意願います。

また、新築や増改築をした家屋も対象となりますので、忘れずに届出をお願いします。

＜お問い合わせ＞ 総務課税務担当 電話５６－２１２５

■税の軽減

国民健康保険税を計算する時に、世帯の所得合計額に基づき、均等割と平等割の合計金額が、７

割・５割・２割軽減されます。平成２９年度より次の表のとおり５割・２割軽減の基準が変わります。

この軽減に申請は不要ですが、前年の所得に関する申告が必要となります。

国民健康保険は、加入者の医療費にあてるため、国などからの補助金や加入者が負担する国民健

康保険税により、運営されている医療保険制度です。今年度の国民健康保険税についてお知らせし

ます。

なお、平成２９年度の国民健康保険税は、７月中旬に発送する納税通知書でお知らせいたします。

■税率

国民健康保険税は、世帯主に課税され、医療分・後期分（後期高齢者支援分）・介護分に分かれて

います。課税される対象は、所得や資産・加入人数等で、次の税率に基づき計算します。

なお、平成２８年度から税率・課税限度額ともに変更ありません。


